
京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例（令和３年３月３０日京都市条例第

号）（都市計画局都市企画部都市総務課） 

１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正に伴い，次の措

置を講じることとしました。 

 ⑴ 新たに建築物エネルギー消費性能基準への適合性判定（以下「適合性判定」とい

う。）を受けなければならないこととなった建築物について，当該建築物に係る完了

検査の申請等に対する検査に係る手数料を定めます。 

 ⑵ 床面積が３００平方メートル以上６００平方メートル未満の建築物について，建

築物エネルギー消費性能確保計画の変更を行った場合の適合性判定の申請等に対す

る審査に係る手数料を定めます。 

２ 建築基準法の規定に基づく建築物に係る完了検査の申請等に対する検査に係る手

数料の適正化を図ることとしました。 

３ 宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請等に対する

審査に係る手数料の適正化を図ることとしました。 

４ 都市計画法の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査等に係る手数料の

適正化を図ることとしました。 

５ 都市計画法第３７条第１号の規定に基づく完了公告前の建築等の承認の申請に対

する審査に係る手数料を定めることとしました。 

６ 都市計画法施行規則第６０条の規定に基づく書面の交付に係る手数料を定めるこ

ととしました。 

７ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申

請に対する審査等に係る手数料の適正化を図ることとしました。 

８ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律又は建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行規則に基づく適合性判定の申請等に対する審査，建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査等，建築物エネルギー消費性能

基準に適合している旨の認定の申請に対する審査に係る手数料の適正化を図ること

としました。 

９ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い，規定を整備す

ることとしました。 

この条例は，令和３年４月１日から施行することとしました。ただし，別表第３及び

４１



別表第５の改正規定は，同年７月１日から施行することとしました。 

 

  



を 

「 
」 

「 

 

 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例 

 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１備考１０中 

 ⑴ 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう。以

下この備考において同じ。）の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの １０４，０００円 

 ⑵ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満のもの １３６，０００円 

 ⑶ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方   

メートル未満のもの １６４，０００円 

 ⑷ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上５０，０００平方

メートル未満のもの １９２，０００円 

 ⑸ 非住宅部分の床面積の合計が５０，０００平方メートル以上のもの ２４８，

０００円 

 ⑴ 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう。以

下この備考において同じ。）の用途が工場等（工場，倉庫その他市長が同項に規定

する建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況を容易に検査することができ

ると認めるものをいう。以下この備考において同じ。）のみのもので，当該非住宅

部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のも

の ２０，０００円 

 ⑵ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が１，

０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの ２９，０００円 

 ⑶ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が２，

０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの ７４，０００円 

 

４１



に 

」 

 ⑷ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が５，

０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの １１２，０００

円 

 ⑸ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの １３９，０

００円 

 ⑹ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が２

５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のもの １７３，０

００円 

 ⑺ 非住宅部分の用途が工場等のみのもので，当該非住宅部分の床面積の合計が５

０，０００平方メートル以上のもの ２４１，０００円 

 ⑻ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの ４９，０００円 

 ⑼ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの ６４，００

０円 

 ⑽ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの １０４，０

００円 

 ⑾ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のもの １３６，

０００円 

 ⑿ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のもの １６４，

０００円 

 ⒀ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満のもの １９２，

０００円 

 ⒁ 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので，当該非住宅部分の床面積の合計

が５０，０００平方メートル以上のもの ２４８，０００円 



改める。 

 別表第３⑴の項中「１２，０００」を「１５，０００」に，「２１，０００」を「２５，

０００」に，「３１，０００」を「４０，０００」に，「４７，０００」を「５５，０００」

に，「６７，０００」を「８０，０００」に，「１１０，０００」を「１３０，０００」に，

「１７０，０００」を「２００，０００」に，「２５０，０００」を「２８０，０００」に，

「３４０，０００」を「３７０，０００」に，「４２０，０００」を「４５０，０００」に

改め，同表⑵の項中「４２０，０００円」を「４５０，０００円」に，「１０，０００円」

を「１５，０００円」に改める。 

 別表第５⑴の項中「８，６００」を「１７，０００」に，「２２，０００」を「３０，０ 

     「             「 

００」に， 

  ４３，０００ 

 を 

  ５１，０００ 

 に，「１３０，０００」 

  ８６，０００  １００，０００ 

                」             」 

を「１５０，０００」に，「１７０，０００」を「２１０，０００」に，「２２０，０００」

を「２６０，０００」に，「３００，０００」を「３６０，０００」に，「１３，０００」

を「２５，０００」に，「３０，０００」を「５０，０００」に，「６５，０００」を「１

００，０００」に，「１２０，０００」を「１８０，０００」に，「２００，０００」を「３

００，０００」に，「２７０，０００」を「４２０，０００」に，「３４０，０００」を「４ 

        「             「 

４０，０００」に， 

 ４８０，０００ 

 を 

 ４８０，０００ 

 に，「１９０， 

  ８６，０００  １２０，０００ 

                    」             」 

０００」を「２３０，０００」に，「２６０，０００」を「３１０，０００」に，「３９０，

０００」を「４６０，０００」に，「５１０，０００」を「６００，０００」に，「６６０，

０００」を「７２０，０００」に改め，同表⑵の項中「１０，０００円」を「１５，００

０円」に改め，同表⑹の項及び⑺の項を次のように改める。 

⑺ 法第４５条

の規定に基 

主として，自己の居住の用に供する住宅の

建築又は住宅以外の建築物若しくは特定 
   



 づく開発許

可を受けた

地位の承継

の承認の申

請に対する

審査 

工作物で自己の業務の用に供するものの

建築若しくは建設の用に供する目的で行

う開発行為 
１件 

 

 

  ３，０００ 

そ の 他 の 開 発 行 為  ２０，０００ 

⑻ 法第４７条

第５項の規

定に基づく

開発登録簿

の写しの交

付 

 

用紙

１枚 
     ５００ 

⑼ 都市計画法

施行規則第

６０条の規

定に基づく

書面の交付 

法第４２条第１項及び第４３条第１項の

規定に基づく建築等の許可を要しないこ

とを証する場合 １件 

   ５，０００ 

そ の 他 の 場 合   １２，０００ 

 別表第５⑸の項中「⑸」を「⑹」に，「６，９００」を「８，０００」に，「１８，００

０」を「２１，０００」に，「３９，０００」を「４４，０００」に，「６９，０００」を

「７７，０００」に，「９７，０００」を「１１０，０００」に改め，同表⑷の項中「⑷」

を「⑸」に，「２６，０００」を「３０，０００」に改め，同表⑶の項中「⑶」を「⑷」に，

「４６，０００」を「５４，０００」に改め，同表⑵の項の次に次の１項を加える。 

⑶ 法第３７条

第１号の規

定に基づく

完 了 公 告

（法第３６

条第３項に

規定する公 

主として自己の居住の用に供する住宅の

建築の用に供する目的で行う開発行為に

係る建築等 

 

 

 

 

 

１件 

 １０，０００ 

   



円 円 円 

 告をいう。）

前の建築等

の承認の申

請に対する

審査 

そ の 他 の 建 築 等   ２０，０００ 

 別表第５備考１中「⑹の項」を「⑺の項」に，「⑸の項」を「⑹の項」に改め，同備考２

中「⑹の項」を「⑺の項」に改める。 

 別表第８備考以外の部分中 

「 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の面積 
  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００  を 

                                      」 

「 

３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満の面積 
  １６，０００  １０９，０００  ２８１，０００ 

 に 
１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満の面積 
  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００ 

                                      」 

改める。 

 別表第９⑴の項中 

「 

非住宅部分

（法第１１条

第１項に規定

する非住宅部 

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の面積 
２６，０００ １４４，０００ ３６３，０００ 

  

 

 

 

 

 

 

 を 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００ ２３３，０００ ５１８，０００ 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

面積 

１２５，０００ ３０４，０００ ６３８，０００ 

１０，０００平方メートル以上    



円 円 円 

分をいう。以

下この表にお

いて同じ。） 

２５，０００平方メートル未満

の面積 

１５８，０００ ３６６，０００ ７５４，０００ 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

の面積 

１９８，０００ ４２９，０００ ８６１，０００ 

５０，０００平方メートル以上

の面積 
２７７，０００ ５５６，０００ １，０７３，０００ 

                                      」 

「 

非住宅部分

（法第１１条

第１項に規定

する非住宅部

分をいう。以

下この表にお

いて同じ。）の

用途が工場等

（工場，倉庫

その他市長が

容易に適合性

判定に係る審

査をすること

ができると認

めるものをい

う。以下この

表において同

じ。）のみのも

の 

３００平方メートル未満の面積 ９，０００ １８，０００ ２２，０００ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に 

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の面積 
１６，０００ ２６，０００ ３０，０００ 

１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の面積 
２６，０００ ３７，０００ ４２，０００ 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００ ９４，０００ １００，０００ 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

面積 

１２５，０００ １４１，０００ １４９，０００ 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

の面積 

１５８，０００ １７６，０００ １８３，０００ 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

の面積 

１９８，０００ ２１８，０００ ２２７，０００ 

５０，０００平方メートル以上

の面積 
２７７，０００ ３０３，０００ ３１４，０００ 

 ３００平方メートル未満の面積 ９，０００ ８６，０００ ２２４，０００ 



非住宅部分に

工場等以外の

用途を含むも

の 

 

    

３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の面積 
１６，０００ １０９，０００ ２８１，０００ 

１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満の面積 
２６，０００ １４４，０００ ３６３，０００ 

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満の面積 
７９，０００ ２３３，０００ ５１８，０００ 

５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満の

面積 

１２５，０００ ３０４，０００ ６３８，０００ 

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

の面積 

１５８，０００ ３６６，０００ ７５４，０００ 

２５，０００平方メートル以上

５０，０００平方メートル未満

の面積 

１９８，０００ ４２９，０００ ８６１，０００ 

５０，０００平方メートル以上

の面積 
２７７，０００ ５５６，０００ １，０７３，０００ 

                                      」 

改め，同表⑵の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に，「第３１条第１項」を「第

３６条第１項」に，「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に，「第３１条第２項」を「第

３６条第２項」に， 

「 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の面積 
  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００  を 

                                      」 

「 

３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満の面積 
  １６，０００  １０９，０００  ２８１，０００  

 に 
１，０００平方メートル以上２，０００平 

  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００ 



方メートル未満の面積     

                                      」 

改め，同表⑶の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に，「第２条第３号」を「第

２条第１項第３号」に， 

「 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の面積 
  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００  を 

                                      」 

「 

３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満の面積 
  １６，０００  １０９，０００  ２８１，０００ 

 に 
１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満の面積 
  ２６，０００  １４４，０００  ３６３，０００ 

                                      」 

改め，同表備考２⑴ア中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め，同備

考６⑴中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改め，同備考７中「第３０条第２項」

を「第３５条第２項」に，「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。ただし，別表第３及び別表第５の改正

規定は，同年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の施行の日前の申請又は通知に係る手数料については，なお従前の例による。 

（都市計画局都市企画部都市総務課） 


